
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2015 年（平成 27 年） 

 12 月 25 日（金） 

発行：税理士法人 SBC パートナーズ 

   大阪市北区太融寺町3番 24号 

 日本生命梅田第二ビル 3階 

 

 

 

 

「「「「 新 春 元 氣新 春 元 氣新 春 元 氣新 春 元 氣 がががが 出出出出 る セ ミ ナ ーる セ ミ ナ ーる セ ミ ナ ーる セ ミ ナ ー 」  」  」  」      

《《《《東京開催東京開催東京開催東京開催》 》 》 》 

日 時：2016 年 2 月 15 日（月） 

13:30～16：30（受付 13:00～） 

講 師：  

第 1 部 税理士法人ＳＢＣパートナーズ 

代表社員 柴田 昇 

    

第 2 部 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 

創業者 特別講師 宗次 德ニ氏 

 

対  象：経営者・幹部役員・資産家 

 

定 員：100 名 （先着順） 

 

参加費：1 名様 3,000 円（税込）   

 

会 場：AP 渋谷道玄坂 渋東シネタワー（受付：13F） 

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 2 丁目 6-17   

※渋谷駅直結、ＴＯＨＯシネマズのビルです       

 

お問 合 せ：税理士法人 SBC ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 

Tel: 03－5468－3336 

（担当：吉田・森田） 

 

SBC SeminarSBC SeminarSBC SeminarSBC Seminar 

 

セミナー案内セミナー案内セミナー案内セミナー案内    

    

 

 

 

今回の軽減税率の範囲は、酒

類を除くすべての食料品が対

象とされますが、外食は除か

れています。外食とは、食品

衛生法上の飲食店営業その他

のその場で飲食させるサービ

スの提供（「食事の提供」）を

行う事業を営む者が、テーブ

ル、椅子その他のその場で飲

食させるための設備を設置し

た場所で行う「食事の提供」

その他これに類するもので

す。「その他これに類するも

の」にはケータリングや出張

料理などが含まれます。 

Ｓｃｏｐｅ 

外食の定義外食の定義外食の定義外食の定義 

SBCSBCSBCSBC        

Ｆｉｒｓｔ Ｔａｘ Ｆｉｒｓｔ Ｔａｘ Ｆｉｒｓｔ Ｔａｘ Ｆｉｒｓｔ Ｔａｘ 

エスビーシー・ファーストタックスエスビーシー・ファーストタックスエスビーシー・ファーストタックスエスビーシー・ファーストタックス 

軽減税率は飲食料品と定期契約の新聞に 軽減税率は飲食料品と定期契約の新聞に 軽減税率は飲食料品と定期契約の新聞に 軽減税率は飲食料品と定期契約の新聞に 

自民･公明両党 28 年度税制改正大綱決定自民･公明両党 28 年度税制改正大綱決定自民･公明両党 28 年度税制改正大綱決定自民･公明両党 28 年度税制改正大綱決定    

 

12 月 16 日、自民・公明の与党両党は、平成 28 年度税制改正大綱

を正式決定した。 

注目の消費税に関しては、平成 29 年 4 月の消費税率 10％への引き

上げと同時に軽減税率制度が導入されることが明らかにされている。 

軽減税率の対象品目は、 

①酒類を除く飲食料品（飲食店営業を営む事業者が、一定の飲食設

備のある場所において行う食事の提供を除く） 

②週 2回以上発行される新聞の購読料 

とされ、軽減税率は、標準税率 10％（国分 7.8％、地方分 2.2％）

に対し、現行と同じ８％（国分 6.24％、地方分 1.76％）に据え置か

れる。 

経理方式は、平成 33 年 4月から適格請求書等保存方式（いわゆる

インボイス方式）が導入される。この適格請求書等保存方式とは、登

録を受けた課税事業者が交付する適格請求書及び帳簿の保存を、仕入

税額控除の要件とするもの。適格請求書の記載事項は、発行者の氏名

または名称及び登録番号、取引年月日、取引内容（軽減税率対象であ

る旨の記載を含む）、税率ごとに合計した対価の額及び適用税率、消

費税額等、交付を受ける事業者の名称とされる。税額計算の方法は、

適格請求書の税額の積み上げ計算と、取引総額からの割戻計算の選択

制とされる。 

なお、適格請求書保存方式導入までの経過措置として、簡易な「区

分記載請求書等保存方式」の適用が認められる。具体的には、請求書

等の記載事項に、①軽減税率の対象品目である旨と、②税率ごとに合

計した対価の額を加えるというもの。上記①、②については、区分記

載請求書の交付を受けた事業者が、事実に基づき追記することが認め

られる。 

中小事業者など、売上又は仕入を税額ごとに区分することが困難な

事業者に対しては、売上税額または仕入税額の計算の特例も設けられ

る。 

税制改正法案には、事業者の準備状況等を検証しつつ、必要に応じ

て、必要な措置を講ずることを明記することも明らかにされている。 

専門家・実務家のための税務戦略ニュース 毎月 3回（5 日.15 日.25 日）発行 

■ 休刊のお知らせ…年末年始休日に係り、本紙次号は 1月 15 日（金）発刊となります。 

 
【注意】当記事に記載されている情報に万が一誤りがあった場合、または当記事を利用することにより生じた損失や損害などについては、いかなる 

場合も一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。 


